
別紙様式

区　　分 備　　考

Ｐ４　本文　１行目

・令和６年度　の数値に差替え

１　基本的な事項

本村の人口は減少を続けており、国勢調査の人口で昭和55年
に3,142人であったものが、令和２年には1,639人となり、こ
の35年間で1,503人（47.8％）減少しています。

本村の人口は減少を続けており、国勢調査の人口は昭和35年
に4,855人であったものが、平成27年には1,843人となり、こ
の55年間で3,012人（△62.04％）減少しています。

・令和２年度末　の数値に差替え

１　基本的な事項

１　基本的な事項

１　基本的な事項 ・平成27年度、令和２年度、令和６年度の数値に差替え

Ｐ５　表1－1(1)　人口の推移（国勢調査） Ｐ５　表1－1(1)　人口の推移（国勢調査） 

・平成27年度

Ｐ６　表１－２(1)　村財政の状況

・平成22年度、平成27年度、令和元年度

１　基本的な事項

Ｐ７　表１－２(２)　主要公共施設等の整備状況

・令和元年度末

令和７年12月

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変　更　前　（頁、行） 変　　更

１　基本的な事項

市町村名　　　　生坂村

担　　当　　　　総務課　竹内　　　　　　　　

国勢調査を見ると、本村の人口は減少を続けています。昭和
55年には3,142人でしたが、令和２年には1,639人となり、こ
の40年間で約５割に減少しています。

国勢調査を見ると、本村の人口は減少を続けています。昭和
55年には3,142人でしたが、平成27年には1,843人となり、こ
の35年間で約６割に減少しています。

Ｐ１　(1) 村の概況　イ　村における過疎の状況　本文２行目

Ｐ３　(1) 村の概況　ウ　社会経済的発展の方向　本文９行目

　しかしながら、本村のぶどう栽培は、気候や地形といった
自然条件を活かした高品質な生産が評価され、近年では村の
代表的な農産物として着実な発展を遂げ、地域経済の活性化
に大きく寄与しています。

　しかしながら、農業は村の歴史と文化を築いてきた重要な
営みであり、今後は、生産の場としてだけではなく、村の景
観や村民性にも大きな影響を及ぼしていることに配慮するこ
とも重要であり、豊かな自然や美しい農村風景など地域の特
性を活かした地域づくりを進める必要があります。



区　　分 備　　考

平成27年の国勢調査では1,843人まで減少し、 令和２年の国勢調査では1,639人まで減少し、

Ｐ９　(5) 地域の持続的発展のための基本目標　本文５行目

村の人口は令和12年に1,360人（令和７年比△9.5％）で令和
17年には1,234人（同△9.2％）になるとされています。

１　基本的な事項

２　移住・定住・地域間
　　交流の促進、人材育成

１　基本的な事項

Ｐ９　(7) 計画期間 

計画期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで
の５箇年間とする。

１　基本的な事項
計画期間は、令和８年４月１日から令和13年３月３１日まで
の５箇年間とする。

令和７年３月に策定した「第３期生坂村人口ビジョン」及び
「第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、令
和42年には736人となる社人研の将来推計人口を、各種取り
組みの成果により1,033人と推計し、長野県人口ビジョンに
準拠し、出生率・移動率を維持した状態での数値を目標とし
ています。この推計に基づき、本計画の最終年である令和12
年度末における目標人口を1,416人と定めます。

令和２年３月に策定した「第２期生坂村人口ビジョン」及び
「第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、令
和42年には736人となる社人研の将来推計人口を、各種取り
組みの成果により1,033人と推計し、長野県人口ビジョンに
準拠し、出生率・移動率を維持した状態での数値を目標とし
ています。この推計に基づき、本計画の最終年である令和７
年度末における目標人口を1,525人と定めます。

２　移住・定住・地域間
　　交流の促進、人材育成

Ｐ10　(1) 現況と問題点【人材育成】本文１行目

　本村の行政区は10区で構成され、各地区は３～10集落から
なり戸数も１戸から39戸（令和３年７月１日現在）と様々で
す。

Ｐ10　(1) 現況と問題点【移住・定住】本文２行目

Ｐ９　(5) 地域の持続的発展のための基本目標　本文７行目

村の人口は令和７年に1,504人（平成27年比△18.4％）で令
和12年には1,360人（同△26.2％）になるとされています。

　本村の行政区は10区で構成され、各地区は３～10集落から
なり戸数も１戸から41戸（令和７年７月１日現在）と様々で
す。

変　更　前　（頁、行） 変　　更



区　　分 備　　考

３　産業の振興、観光の開発

変　更　前　（頁、行） 変　　更

事業計画（令和８年度～12年度）事業計画（令和３年度～７年度）

Ｐ12　成果指標と目標

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値２　移住・定住・地域間
　　交流の促進、人材育成

２　移住・定住・地域間
　　交流の促進、人材育成

Ｐ12　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）３　産業の振興、観光の開発

Ｐ12　(3) 計画　

Ｐ18　(3) 計画　(4) 産業振興促進事項
 　　 (ⅰ)産業振興促進区域及び振興すべき業種

計画期間

令和３年４月１日～令和８年３月31日 令和８年４月１日～令和13年３月31日

３　産業の振興、観光の開発

Ｐ17　成果指標と目標

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え



区　　分 備　　考

Ｐ23　 (2) その対策【消防・救急体制】本文１行目

Ｐ24　(1) 現況と問題点【上下水道施設】本文５行目

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

６　生活環境の整備

地域防災計画は、平成26年度に全面的な見直しを行いまし
た。

地域防災計画は、令和４年度に全面的な見直しを行いまし
た。

④農業集落排水施設の加入率は、３地区で92.77％になって
おり、特に高齢者世帯を中心として加入の促進に努め、経営
の安定を図っていきます。また、個別合併処理浄化槽地域の
整備率は79.07％になっており、

④農業集落排水施設の加入率は、３地区で89.84％になって
おり、特に高齢者世帯を中心として加入の促進に努め、経営
の安定を図っていきます。また、個別合併処理浄化槽地域の
整備率は77.92％になっており、

６　生活環境の整備

６　生活環境の整備

５　交通施設の整備、
　　交通手段の確保

５　交通施設の整備、
　　交通手段の確保

Ｐ22　(1) 現況と問題点【消防・救急体制】本文５行目

しかし、団員の減少で特に昼間の団員確保が課題となり、機
能別分団制度を導入していますが、少子高齢化に対応するた
め、より一層の地域住民の連携・協力も含めた組織体制づく
りが必要となっています。

しかし、団員の減少で特に昼間の団員確保が課題となり、各
地区の消防団ＯＢなどから推薦により消防協力隊の制度を活
用していますが、少子高齢化に対応するため、より一層の地
域住民の連携・協力も含めた組織体制づくりが必要となって
います。

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

事業計画（令和８年度～12年度）

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

事業計画（令和３年度～７年度）

Ｐ19　成果指標と目標

Ｐ21　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）

４　地域における情報化

４　地域における情報化

Ｐ21　成果指標と目標

Ｐ12　(3) 計画　

変　更　前　（頁、行） 変　　更



区　　分 備　　考

Ｐ27　(1) 現況と問題点【子育て環境】本文18行目

Ｐ21　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度）

また、「元気塾」や「おとこ塾」など、介護予防関係事業を
さらに充実させるとともに、

Ｐ29　(2)その他対策【高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進】⑤本文４行目

また、「元気塾」や「ずくだせサロン」など、介護予防関係
事業をさらに充実させるとともに、

７　子育て環境の確保、高齢
者等の保健及び福祉の向上及
び増進

事業計画（令和８年度～12年度）

変　更　前　（頁、行） 変　　更

６　生活環境の整備

６　生活環境の整備

今後は、新たに策定した「生坂村こども計画（令和７～11年
度）」に基づき、

今後は、令和２年度からの「生坂村子ども子育て支援事業計
画（２期）」を軸に、

７　子育て環境の確保、高齢
者等の保健及び福祉の向上及
び増進

Ｐ26　成果指標と目標

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え



区　　分 備　　考

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

事業計画（令和８年度～12年度）

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）

変　更　前　（頁、行） 変　　更

そのため村では、平成 29 年度に「保小中一貫教育研究検討
協議会」を設置して一貫教育などを視野に入れた協議を始め
ており、併せて本村の特色ある教育、魅力ある教育の推進を
模索している状況です。

８　医療の確保

８　医療の確保

Ｐ33　(1) 現況と問題点【学校教育】本文３行目

そのため村では、平成29年度に「保小中一貫教育研究検討協
議会」を設置して一貫教育などを視野に入れた協議を進め、
令和６年４月から施設分離型の小中一貫型小学校・中学校に
よる一貫教育をはじめました。

９　教育の振興

７　子育て環境の確保、高齢
者等の保健及び福祉の向上及
び増進

７　子育て環境の確保、高齢
者等の保健及び福祉の向上及
び増進

Ｐ32　成果指標と目標

Ｐ32　(3) 計画　

Ｐ30　成果指標と目標

Ｐ30　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度）

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値



区　　分 備　　考

11　地域文化の振興等

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

成果指標と目標を削除

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

９　教育の振興

９　教育の振興

Ｐ38　成果指標と目標

Ｐ38　(3) 計画　

Ｐ37　成果指標と目標

Ｐ37　(3) 計画　

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

事業計画（令和３年度～７年度）

10　集落の整備

10　集落の整備

総合戦略内にKPI無
し

変　更　前　（頁、行） 変　　更

事業計画（令和８年度～12年度）

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）

Ｐ40　成果指標と目標



区　　分 備　　考

Ｐ41　(1) 現況と問題点　本文３行目

事業
主体

備考
事業
主体

備考

村 村

村 村

村 村

村

村

村

村

村

変　　更

12　再生可能エネルギーの
　　利用の推進

12　再生可能エネルギーの
　　利用の推進

11　地域文化の振興等

12　再生可能エネルギーの
　　利用の推進

地球温暖化は、本村の自然環境や農林業にも影響を及ぼすお
それがあり、環境負荷の低減とエネルギーの安定確保を両立
させる取組が求められています。令和４年６月に「生坂村ゼ
ロカーボンシティ宣言」を行い、村民との協働による2050年
の温室効果ガス排出実質ゼロを目指すことを宣言しました。
令和５年２月に環境省が進める「脱炭素先行地域事業」に計
画申請し、同年4月に脱炭素先行地域に選定され、小水力発
電、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入を
着実に推進しています。

環境問題に対する住民意識の高揚を図るため、家庭への太陽
光発電施設の導入に対して継続して助成します。 また、良
好な生活環境や自然環境及び景観を保全するため「生坂村に
おける再生可能エネルギー発電設備設置事業と環境等との調
和に関する条例」を定め、太陽光発電設備の適切な設置等の
確保を図っています。今後は、 再生可能エネルギーを活用
したエネルギーの自給体制を構築するとともに、脱炭素社会
「カーボンニュートラル」の推進や 省資源・省エネルギー
につながるライフスタイルへの転換が必要です。

Ｐ41　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）

Ｐ41　(3) 計画　事業計画

Ｐ40　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）

バイオマスエネルギーの推進

クリーンエネルギーの推進

事業内容
持続的発展施策
区　　　分

事 業 名
（ 施 設 名 ）

変　更　前　（頁、行）

11　再生可能エ
ネルギーの利用

の推進

薪ステーション施設整備

(1)再生可能エネルギー利用施設

持続的発展施策
区　　　分

事 業 名
（ 施 設 名 ）

事業内容

薪ステーション施設整備

(1)再生可能エネルギー利用施設

地域脱炭素化
推進事業

11　再生可能エ
ネルギーの利用

の推進

充放電器の整備

木材チップ工場の整備

オフグリッドハウスの整備

バイオマスエネルギーの推進

太陽光エネルギーの推進

マイクログリッド設備の整備

小水力発電設備の整備



区　　分 備　　考

事業
主体

備考
事業
主体

備考

村 村

村 村

村

事業内容

３　地域におけ
る

情報化

情報化

デジタル技術活用

情報化

デジタル技術活用

公衆無線ＬＡＮ環境整備

ICT利活用の推進
３　地域におけ

る
情報化

ＡＩ技術の利活用ＡＩ活用

公衆無線ＬＡＮ環境整備

ICT利活用の推進

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え

変　　更

Ｐ44　過疎地域持続的発展特別事業分　３　地域における情報化

Ｐ42　成果指標と目標

持続的発展施策
区　　　分

第２期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の数値

変　更　前　（頁、行）

事業計画（令和８年度～12年度）

Ｐ42　(3) 計画　

事業計画（令和３年度～７年度） 事業計画（令和８年度～12年度）
13　その他地域の持続的発展
に
　　関し必要な事項

12　再生可能エネルギーの
　　利用の推進

過疎地域持続的発展特別事業分

過疎地域持続的発展特別事業分

事 業 名
（ 施 設 名 ）

事業内容

事業計画（令和３年度～７年度）

13　その他地域の持続的発展
に
　　関し必要な事項

Ｐ41　成果指標と目標

事 業 名
（ 施 設 名 ）

Ｐ44　事業計画　過疎地域持続的発展特別事業分　計画年度

第３期生坂村まち・ひと・しごと創生総合戦略の指標、数値に差替え記載なし

持続的発展施策
区　　　分



区　　分 備　　考

事業
主体

備考
事業
主体

備考

村 村

村 村

村 村

村 村

村 村

村 村

村

事業
主体

備考
事業
主体

備考

村 村

村 村

村 村

村 村

村

村

健康づくり支援

その他 出産祝い金

社会福祉協議会運営補助出産祝い金

配食サービス

過疎地域持続的発展特別事業分

過疎地域持続的発展特別事業分
配食サービス

健康づくり

６　子育て環境
の確保、高齢者
等の保健及び福
祉の向上及び増

進

その他

持続的発展施策
区　　　分

事 業 名
（ 施 設 名 ）

健康づくり 健康づくり支援

持続的発展施策
区　　　分

６　子育て環境
の確保、高齢者
等の保健及び福
祉の向上及び増

進

児童福祉

高齢者・障害者福祉

事業内容

子育て 子育てアプリの活用児童福祉 臨時調理員の配置

高齢者・障害者福祉

事 業 名
（ 施 設 名 ）

事業内容

臨時調理員の配置

Ｐ44　過疎地域持続的発展特別事業分
６　子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び
増進

５　生活環境の
整備

生活 水源調査

環境 不法投棄防止

危機施設撤去 公共施設解体

防犯の推進

防災・防犯

不法投棄防止

危機施設撤去 公共施設解体

消防団応援商品券

その他 空き家撤去の推進

変　更　前　（頁、行）

防災・防犯

防犯の推進

防犯灯の整備防犯灯の整備

空き家撤去の推進その他

生活 水源調査

環境

持続的発展施策
区　　　分

事 業 名
（ 施 設 名 ）

事業内容

５　生活環境の
整備

持続的発展施策
区　　　分

事 業 名
（ 施 設 名 ）

事業内容

Ｐ44　過疎地域持続的発展特別事業分　５　生活環境の整備

変　　更



19頁 19頁

30頁 30頁

７　子育て環境の確保、
高齢者等の保健及び福祉
の向上及び増進

４　地域における情報化



32頁 32頁

44頁 44頁

(注)　区分欄には、市町村計画の項目に合わせてその項目を記入のこと。

13 その他地域の持続的
発展に関し必要な事

事業計画（令和８年度～12年度）
　　　　　過疎地域持続的発展特別事業分

事業計画（令和８年度～12年度）
　　　　　過疎地域持続的発展特別事業分

８　医療の確保


